
（２０２２年４月１日現在） 

（株）山梨中央銀行 

１．商品名 セーフティバッグ  

２．商品概要 

当行に備え置いたバッグをお客さまにお貸し出しし、お客さまが

保有されている有価証券や貴金属等の保管にご利用していただ

くサービスです。  

※  セーフティバッグは 2022 年 3 月 31 日をもちまして、新規の

受付を中止いたしました。  

３．対象となる 

  お客さま 
個人のお客さま、法人のお客さま  

４．セーフティバッグ 

  の種類 

（１）大（縦２４ cm×横３１ cm×幅７ cm）  

（２）小（縦２３ .５ cm×横３０ cm×幅４ .５ cm）  

５．開閉方法 お客さまに専用鍵をお渡しいたします。  

６．ご契約期間 

当初契約期間は契約日から最初に到来する４月末までとし、契約

期間満了までに解約の申し出がない場合は、期間満了日の翌日か

ら１年間契約が継続いたします。  

７．ご利用時間 窓口営業時間（９：００～１５：００）にご利用ください。  

８．封入できるもの 

（１）  公社債、株券、その他の有価証券  

（２）  預金通帳、証書、契約証書、権利証、その他の重要書類  

（３）  貴金属、宝石、その他の貴重品  

（４）  （１）～（３）に準ずると認められるもの  

※危険物や変質の恐れのあるものはお預かりできません。  

９．手数料 

  （消費税等を含む） 

取扱手数料  

 山梨県内店舗      月額１，１００円  

 東京地区店舗    月額１，１００円  
 

１０．ご解約 
ご解約をされるときは、格納物件をすべてお引き取りいただいた

うえで、セーフティバッグの鍵をご返却いただきます。  

 


